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1　利用者負担額 【実績】

　　条例において、国徴収基準額に対する保護者負担額割合 H26

　は、75％と定めているが、歳入の実態は70％程度となっ H27

　ている。（茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用 H28

　者負担等に関する条例第３条第１項に規定） ※H28については見込み

2　特定地域型保育事業の利用者負担額

　　条例において、特定地域型保育事業の利用者負担額は、

　特定保育施設の70％～90％と定めている。（茨木市特定教

　育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例第３

　条第３項第１号～第３号に規定）

３　延長保育料、主食費及び一時預かり（一般型）保育料

　　設定については、法令等に規定はなく、各施設等におい

　て設定できる。

　　公立保育所等は、条例により規定。（茨木市特定教育・保育

　施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例第５条及び第

　６条に規定）

　　私立保育所等は、各施設で設定しているが、保育所等の

　利用開始までに利用者に説明及び同意が必要。（茨木市特定

　教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

　例第5条に規定）

　延長保育料

（各施設例）
【1回払い】1分10円／回、
　30分300円／回、30分500円／回、など
【月極】30分2,500円／月、150分15,000円
 （夕食有）／月、月極設定無し　など

　主食費 1,000円／月

　一時預かり（一般型） 実施無し

私立保育所等 徴収金額

小規模保育事業Ｂ型等 70%

公立保育所等 徴収金額

　延長保育料 30分あたり　2,500円／月　又は　300円／回

事業種別 特定保育施設に対する割合

小規模保育事業Ａ型等 90%

小規模保育事業Ｃ型等 80%

1,902,676,070円 1,342,561,940円 70.6%

1,998,313,230円 1,400,901,510円 70.1%

〇茨木市の保育所等利用者負担額等の主な現状・課題について

国徴収基準額 保護者負担額 負担割合

1,694,361,870円 1,191,155,150円 70.3%
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4　一時預かり（幼稚園型）保育料

　　設定については、法令等に規定はなく、各施設等におい

　て設定できる。

　　公立幼稚園等は、条例により規定。（茨木市特定教育・保育

　施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例第８条に規定）

　　私立幼稚園等は、各施設で設定しているが、幼稚園等の

　利用開始までに利用者に説明及び同意が必要。（茨木市特定

　教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

　例第5条に規定）

　　なお、私学助成を受ける私立幼稚園は、特定教育・保育

　施設にあたらないので対象外。

５　実費徴収金、上乗せ徴収金

　〇実費徴収金

　　日用品、文房具など、特定教育・保育に必要な物品の購入などに要する費用。

　　設定については、法令等に規定はなく、各施設等において設定できる。ただし、利用者に説明及び同意が必要。

　〇上乗せ徴収金

　　英語や水泳など、特定教育・保育の質の向上を図る上で必要となる費用。

　　設定については、法令等に規定はなく、各施設等において設定できる。ただし、利用者に説明及び文書で同意が必要。

　　（茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第６項に規定）

　

私立幼稚園等 徴収金額

　一時預かり
　（幼稚園型）

（各施設例）
・1時間あたり2,000円／月
・14時から17時まで500円／回
・12時30分から18時30分まで18,000円／月
　など

公立幼稚園等 徴収金額

　一時預かり
　（幼稚園型）

・午後2時から午後4時まで400円／回
・午後2時から午後6時まで600円／回
・午前8時から午後6時まで1,200円／回
・午前8時から午後6時まで10,000円／月など
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〇 保育所等が児童（一人当たり）を保育するのに必要な額

〇 「施設等に給付する額」と「利用者が負担する額」で構成される。

〇 毎年度、内閣総理大臣が定める。

〇 国が政令で定める利用者負担の上限額基準

〇 市町村が保護者の利用者負担として定めることができる上限額

利用者負
担額（本市
負担部分）

〇施設型等給付費（①-②）
（施設等に給付する額）

②国徴収基準額
（利用者が負担する額）

①公定価格とは

②国徴収基準額とは

国庫負担金
（法定1/2）

府費負担金
（法定1/4）

【本市の負担部分】

利用者負担額
（保護者部分）市負担金

（法定1/4）

〇保育所等の利用者負担額について

【イメージ図】

①公定価格
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〇利用者負担等に関する条例で定める負担割合【イメージ図】

〇平成28年度実績（見込み）の負担割合【イメージ図】

29.9％
（Ｐ15-⑮）

70.1％
（Ｐ15-⑫）

②国徴収基準額（100％）

〇保育所等の利用者負担額の負担割合について

国庫負担金 府費負担金

【本市の負担部分】
利用者負担額
（保護者部分）市負担金

利用者負担額
（本市負担部

分）

（25.0％） （75.0％）

②国徴収基準額（100％）

①公定価格（100％）

44.9％
（Ｐ15-㉑）

15.0％
(P15-⑰）

12.0％
（Ｐ15-⑭）

28.1％
（Ｐ15-⑪）

国庫負担金 府費負担金

【本市の負担部分】
利用者負担額
（保護者部分）市負担金

利用者負担
額（本市負
担部分）

①公定価格（100％）

（45.0％） （15.0％） （10.0％） （30.0％）
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 ④本市の利用者負担額の設定について

〇国徴収基準額と本市の利用者負担額の関係について①

①「利用者負担の上限額基準」とは 
 

〇平成29年度 国の上限額基準（別紙1） 

 ・所得階層区分 

 ・利用区分 

②「給付単価」の限度額とは 
 

〇公定価格単価（別紙２）から、保育所等

に要する費用額算定基準等第17条（別紙

３）の各加算項目を除いた額 
・施設定員区分 

・基本部分＋基本加算部分＋その他加算等区分 

③国徴収基準額 
（利用者負担額） 

 
・左記の「①利用者負担

の上限額」又は、「②給

付単価限度額」のいずれ

か低い額とする。 

 

 

 

 

 

④本市の利用者負担額 
（別紙４） 

  
・左記の「③国徴収基準額」の範囲

内において、市町村が「利用者負担

額」を定める。 

 

 

 

①と

②を 

比 

較 

 
 

 

〇本市の保育所の利用者負担については、条例において、③国徴収基準額の75/100（75％）と定めるとともに、②給付単価については、

規則で、公定価格単価表の「定員区分120人」の給付単価を採用すると定めている。 

 

〇その理由は、②給付単価の設定は定員規模により差があり、小規模になるほど高く、大規模になるほど低くなる設定となっているが、

本市は、定員規模に係わらず、すべての施設において、同じ質の保育の提供が行われているとの観点から、利用者負担についても、同じ

負担となることが望ましいと考え、給付単価については「定員区分120人」を採用し、負担をお願いしている。 
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〇利用者負担額の基本的な設定方法について（３歳児の場合）

1 Ａ保育所 H29.4 70人 a 30,000 Ｃ２ 16,500 53,080 6,950 7,000 110 3,620 650 71,410 16,500 12,300

2 Ｂ保育所 H29.4 120人 b 40,000 Ｃ２ 16,500 40,040 4,050 7,000 110 2,110 380 53,690 16,500 12,300

3 Ａ保育所 H29.4 70人 c 180,000 Ｆ３ 58,000 53,080 6,950 7,000 110 3,620 650 71,410 58,000 43,500

4 Ｂ保育所 H29.4 120人 d 220,000 Ｆ３ 58,000 40,040 4,050 7,000 110 2,110 380 53,690 53,690 40,200

5 Ｃ保育所 H29.4 150人 e 250,000 Ｆ３ 58,000 37,600 3,240 7,000 110 1,690 300 49,940 49,940 37,400

〇④本市の利用者負担額の設定について（３歳児の場合）

（表1）「定員区分120人」の給付単価限度額

1 16,500 12,300

2 16,500 12,300

3 44,090 33,000

4 44,090 33,000

5 44,090 33,000

〇国徴収基準額と本市の利用者負担額の関係について②

・
項
番

・
施
設
名

・
対
象
月

・
施
設
利
用
定
員

・
児
童
名

　
　
　
　
　
所
得
割
額

・
保
護
者
市
民
税

・
階
層
区
分

「国徴収基準額」の算定 　
（

③
×
7
5
％
）

・
基
本
利
用
者
負
担
額

①
「

上
限
額
基
準
」

②「給付単価限度額」 　
　
　
　
低
い
方
）

　
（

①
と
②
の

③
国
徴
収
基
準
額

・
基
本
単
価

　
　
　
　
加
算

・
所
長
設
置

　
改
善
費
加
算

・
三
歳
児
配
置

　
　
　
　
加
算

・
冷
暖
房
費

　
　
専
任
加
算

・
主
任
保
育
士

・
他
各
種
加
算

・
計

クラス
年齢

基本単
価

（ア）

所長設
置加算
（イ）

⑤合計
（ア+イ）

３歳

※同じ所得階層
の児童であって
も、施設の定員
規模によって金
額が変わってし
まう。

　
　
　
　
低
い
方
）

　
（

①
と
⑤
の

⑥
本
市
の
国
徴
収
基
準
額

　
（

⑥
×
7
5
％
）

④
本
市
の
利
用
者
負
担
額

〇
負
担
割
合
（

④
／
③
）

57%

61%

66%

40,040 4,050 44,090

75%

75%

③ 

× 

75

% 

①上限額基準と⑤定

員区分120人の給

付単価限度額を比較

し、低い方に75%

を乗じた額を「本市

の利用者負担額」と

している。 ⑥ 

× 

75

% 

〇本市の保育所の給

付単価の限度額につ

いて 

 

・規則において「定

員区分120人」の給

付単価（基本部分）

＋（所長設置加算）

のみを加えたものと

している。 

（表１のとおり） 
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階層区分 利用者負担

①生活保護世帯 ０円

②市町村民税
非課税世帯

(所得割非課税世帯含む)

（～約270万円）

３，０００円
〔０円〕

※第2子以降は０円

③市町村民税
所得割課税額
77,100円以下

（～約360万円）

16,100円→14,100円
〔7,550円→3,000円〕

④市町村民税
所得割課税額
211,200円以下

（～約680万円）

２０，５００円

⑤市町村民税
所得割課税額
211,201円以上

（約680万円～）

２５，７００円

階層区分
利用者負担 利用者負担

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

①生活保護世帯 ０円 ０円 ０円 ０円

②市町村民税
非課税世帯

（～約260万円）

６，０００円
〔０円〕

※第2子以降は０円

６，０００円
〔０円〕

※第2子以降は０円

９，０００円
〔０円〕

※第2子以降は０円

９，０００円
〔０円〕

※第2子以降は０円

③所得割課税額
48,600円未満

（～約330万円）

１６，５００円
〔7,750円→6,000円〕

１６，３００円
〔7,650円→6,000円〕

１９，５００円
〔9,250円→9,000円〕

１９，３００円
〔9,150円→9,000円〕

④所得割課税額
57,700円未満
〔77,101円未満〕
（～約360万円）

２７，０００円
〔13,500円→6,000円〕

２６，６００円
〔13,300円→6,000円〕

３０，０００円
〔15,000円→9,000円〕

２９，６００円
〔14,800円→9,000円〕

97,000円未満
（～約470万円） ２７，０００円 ２６，６００円 ３０，０００円 ２９，６００円

⑤所得割課税額
169,000円未満

（～約640万円）
４１，５００円 ４０，９００円 ４４，５００円 ４３，９００円

⑥所得割課税額
301,000円未満

（～約930万円）
５８，０００円 ５７，１００円 ６１，０００円 ６０，１００円

⑦所得割課税額
397,000円未満

（～1,130万円）
７７，０００円 ７５，８００円 ８０，０００円 ７８，８００円

⑧所得割課税額
397,000円以上

（1,130万円～）
１０１，０００円 ９９，４００円 １０４，０００円 １０２，４００円

教育標準時間認定の子ども

（１号認定）
保育認定の子ども

（２号認定：満３歳以上） （３号認定：満３歳未満）

○ 平成29年度予算案に基づき国が定める利用者負担の上限額基準（国庫（都道府県）負担金の精算基準）は、以下のとおり。
注：青字、緑字、赤字は平成29年度における「幼児教育の無償化に向けた取組の段階的推進」によるもの。

多
子
カ
ウ
ン
ト
年
齢
制
限
な
し

〃

有
り
（
小
学
校
３
年
生
以
下
）

多
子
カ
ウ
ン
ト
年
齢
制
限
な
し

〃

有
り
（
小
学
校
就
学
前
）

※１ 〔 〕書きは、ひとり親世帯、在宅障害児（者）のいる世帯、その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯）の額。
※２ 満３歳に到達した日の属する年度中の２号認定の利用者負担額は、３号認定の額を適用する。
※３ １号認定は小学３年以下の範囲、２・３号認定は小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とする。
ただし、年収約３６０万円未満相当の世帯においては多子のカウントにおける年齢制限を撤廃し、年収約３６０万円未満相当のひとり親世帯等については２人目以降については０円とする。

※４ 給付単価を限度とする。
※５ １号認定においては、平成26年度の保育料等の額が市町村が定める利用者負担額よりも低い私立幼稚園・認定こども園については、現在の水準を基に各施設で定める額とすることも認める（経過措置）。
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保育所（保育認定） 公定価格単価表 別紙２

（注） （注） （注） （注）

① ② ③ ④

４歳以上児 93,400 (100,400) 69,610 (76,610) ＋ 860 (930) ×加算率 620 (690) ×加算率

３ 歳 児 100,400 (152,610) 76,610 (128,820) ＋ 930 (1,420) ×加算率 690 (1,180) ×加算率

１、２歳児 152,610 (222,670) 128,820 (198,880) ＋ 1,420 (2,120) ×加算率 1,180 (1,880) ×加算率

乳 児 222,670 198,880 ＋ 2,120 ×加算率 1,880 ×加算率

４歳以上児 69,860 (76,860) 53,990 (60,990) ＋ 630 (700) ×加算率 470 (540) ×加算率

３ 歳 児 76,860 (129,070) 60,990 (113,200) ＋ 700 (1,190) ×加算率 540 (1,030) ×加算率

１、２歳児 129,070 (199,130) 113,200 (183,260) ＋ 1,190 (1,890) ×加算率 1,030 (1,730) ×加算率

乳 児 199,130 183,260 ＋ 1,890 ×加算率 1,730 ×加算率

４歳以上児 58,230 (65,230) 46,330 (53,330) ＋ 510 (580) ×加算率 390 (460) ×加算率

３ 歳 児 65,230 (117,440) 53,330 (105,540) ＋ 580 (1,070) ×加算率 460 (950) ×加算率

１、２歳児 117,440 (187,500) 105,540 (175,600) ＋ 1,070 (1,770) ×加算率 950 (1,650) ×加算率

乳 児 187,500 175,600 ＋ 1,770 ×加算率 1,650 ×加算率

４歳以上児 56,350 (63,350) 46,840 (53,840) ＋ 490 (560) ×加算率 400 (470) ×加算率

３ 歳 児 63,350 (115,560) 53,840 (106,050) ＋ 560 (1,050) ×加算率 470 (960) ×加算率

１、２歳児 115,560 (185,620) 106,050 (176,110) ＋ 1,050 (1,750) ×加算率 960 (1,660) ×加算率

乳 児 185,620 176,110 ＋ 1,750 ×加算率 1,660 ×加算率

４歳以上児 50,320 (57,320) 42,390 (49,390) ＋ 430 (500) ×加算率 350 (420) ×加算率

３ 歳 児 57,320 (109,530) 49,390 (101,600) ＋ 500 (990) ×加算率 420 (910) ×加算率

１、２歳児 109,530 (179,590) 101,600 (171,660) ＋ 990 (1,690) ×加算率 910 (1,610) ×加算率

乳 児 179,590 171,660 ＋ 1,690 ×加算率 1,610 ×加算率

４歳以上児 46,080 (53,080) 39,280 (46,280) ＋ 390 (460) ×加算率 320 (390) ×加算率

３ 歳 児 53,080 (105,290) 46,280 (98,490) ＋ 460 (950) ×加算率 390 (880) ×加算率

１、２歳児 105,290 (175,350) 98,490 (168,550) ＋ 950 (1,650) ×加算率 880 (1,580) ×加算率

乳 児 175,350 168,550 ＋ 1,650 ×加算率 1,580 ×加算率

４歳以上児 42,960 (49,960) 37,010 (44,010) ＋ 360 (430) ×加算率 300 (370) ×加算率

３ 歳 児 49,960 (102,170) 44,010 (96,220) ＋ 430 (920) ×加算率 370 (860) ×加算率

１、２歳児 102,170 (172,230) 96,220 (166,280) ＋ 920 (1,620) ×加算率 860 (1,560) ×加算率

乳 児 172,230 166,280 ＋ 1,620 ×加算率 1,560 ×加算率

４歳以上児 40,480 (47,480) 35,190 (42,190) ＋ 330 (400) ×加算率 280 (350) ×加算率

３ 歳 児 47,480 (99,690) 42,190 (94,400) ＋ 400 (890) ×加算率 350 (840) ×加算率

１、２歳児 99,690 (169,750) 94,400 (164,460) ＋ 890 (1,590) ×加算率 840 (1,540) ×加算率

乳 児 169,750 164,460 ＋ 1,590 ×加算率 1,540 ×加算率

４歳以上児 35,480 (42,480) 30,720 (37,720) ＋ 280 (350) ×加算率 240 (310) ×加算率

３ 歳 児 42,480 (94,690) 37,720 (89,930) ＋ 350 (840) ×加算率 310 (800) ×加算率

１、２歳児 94,690 (164,750) 89,930 (159,990) ＋ 840 (1,540) ×加算率 800 (1,500) ×加算率

乳 児 164,750 159,990 ＋ 1,540 ×加算率 1,500 ×加算率

４歳以上児 34,170 (41,170) 29,840 (36,840) ＋ 270 (340) ×加算率 230 (300) ×加算率

３ 歳 児 41,170 (93,380) 36,840 (89,050) ＋ 340 (830) ×加算率 300 (790) ×加算率

１、２歳児 93,380 (163,440) 89,050 (159,110) ＋ 830 (1,530) ×加算率 790 (1,490) ×加算率

乳 児 163,440 159,110 ＋ 1,530 ×加算率 1,490 ×加算率

４歳以上児 33,040 (40,040) 29,080 (36,080) ＋ 260 (330) ×加算率 220 (290) ×加算率

３ 歳 児 40,040 (92,250) 36,080 (88,290) ＋ 330 (820) ×加算率 290 (780) ×加算率

１、２歳児 92,250 (162,310) 88,290 (158,350) ＋ 820 (1,520) ×加算率 780 (1,480) ×加算率

乳 児 162,310 158,350 ＋ 1,520 ×加算率 1,480 ×加算率

４歳以上児 32,090 (39,090) 28,430 (35,430) ＋ 250 (320) ×加算率 210 (280) ×加算率

３ 歳 児 39,090 (91,300) 35,430 (87,640) ＋ 320 (810) ×加算率 280 (770) ×加算率

１、２歳児 91,300 (161,360) 87,640 (157,700) ＋ 810 (1,510) ×加算率 770 (1,470) ×加算率

乳 児 161,360 157,700 ＋ 1,510 ×加算率 1,470 ×加算率

４歳以上児 31,310 (38,310) 27,910 (34,910) ＋ 240 (310) ×加算率 210 (280) ×加算率

３ 歳 児 38,310 (90,520) 34,910 (87,120) ＋ 310 (800) ×加算率 280 (770) ×加算率

１、２歳児 90,520 (160,580) 87,120 (157,180) ＋ 800 (1,500) ×加算率 770 (1,470) ×加算率

乳 児 160,580 157,180 ＋ 1,500 ×加算率 1,470 ×加算率

４歳以上児 30,600 (37,600) 27,430 (34,430) ＋ 230 (300) ×加算率 200 (270) ×加算率

３ 歳 児 37,600 (89,810) 34,430 (86,640) ＋ 300 (790) ×加算率 270 (760) ×加算率

１、２歳児 89,810 (159,870) 86,640 (156,700) ＋ 790 (1,490) ×加算率 760 (1,460) ×加算率

乳 児 159,870 156,700 ＋ 1,490 ×加算率 1,460 ×加算率

４歳以上児 30,850 (37,850) 27,880 (34,880) ＋ 240 (310) ×加算率 210 (280) ×加算率

３ 歳 児 37,850 (90,060) 34,880 (87,090) ＋ 310 (800) ×加算率 280 (770) ×加算率

１、２歳児 90,060 (160,120) 87,090 (157,150) ＋ 800 (1,500) ×加算率 770 (1,470) ×加算率

乳 児 160,120 157,150 ＋ 1,500 ×加算率 1,470 ×加算率

４歳以上児 30,280 (37,280) 27,480 (34,480) ＋ 230 (300) ×加算率 200 (270) ×加算率

３ 歳 児 37,280 (89,490) 34,480 (86,690) ＋ 300 (790) ×加算率 270 (760) ×加算率

１、２歳児 89,490 (159,550) 86,690 (156,750) ＋ 790 (1,490) ×加算率 760 (1,460) ×加算率

乳 児 159,550 156,750 ＋ 1,490 ×加算率 1,460 ×加算率

４歳以上児 29,750 (36,750) 27,100 (34,100) ＋ 230 (300) ×加算率 200 (270) ×加算率

３ 歳 児 36,750 (88,960) 34,100 (86,310) ＋ 300 (790) ×加算率 270 (760) ×加算率

１、２歳児 88,960 (159,020) 86,310 (156,370) ＋ 790 (1,490) ×加算率 760 (1,460) ×加算率

乳 児 159,020 156,370 ＋ 1,490 ×加算率 1,460 ×加算率
3号

　171人
　　以上

2号

＋ 2,700 ＋ 20×加算率

　161人
　　から
　170人
　　まで 3号

2号

＋ 2,860 ＋ 20×加算率

3号

　151人
　　から
　160人
　　まで

2号

＋ 3,040 ＋ 30×加算率

　141人
　　から
　150人
　　まで 3号

2号

＋ 3,240 ＋ 30×加算率

3号

　131人
　　から
　140人
　　まで

2号

＋ 3,470 ＋ 30×加算率

　121人
　　から
　130人
　　まで 3号

2号

＋ 3,740 ＋ 30×加算率

3号

　111人
　　から
　120人
　　まで

2号

＋ 4,050 ＋ 40×加算率

　101人
　　から
　110人
　　まで 3号

2号

＋ 4,420 ＋ 40×加算率

　91人
　　から
　100人
　　まで

2号

＋ 4,860 ＋ 40×加算率

3号

3号

　81人
　　から
　90人
　　まで

2号

＋ 5,400 ＋ 50×加算率

3号

　71人
　　から
　80人
　　まで

2号

＋ 6,080 ＋ 60×加算率

3号

　61人
　　から
　70人
　　まで

2号

＋ 6,950 ＋ 60×加算率

3号

　51人
　　から
　60人
　　まで

2号

＋ 8,110 ＋ 80×加算率

3号

90×加算率

3号

　31人
　　から
　40人
　　まで

2号

＋ 12,170 ＋ 120×加算率

3号

　21人
　　から
　30人
　　まで

　41人
　　から
　50人
　　まで

10/100
地域

　20人

2号

＋ 24,340 ＋ 240×加算率

3号

2号

＋ 16,220 ＋ 160×加算率

2号

＋ 9,730 ＋

保育標準時間認定 保育短時間認定 保育標準時間認定 保育短時間認定

基本分単価

⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ⑧

保育必要量区分　⑤ 処遇改善等加算
所長設置加算地域

区分
定員区分

認定
区分

年齢区分

基本部分 基本加算部分

基本分単価
処遇改善等加算
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① ② ③ ④

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児
3号

　171人
　　以上

2号

　161人
　　から
　170人
　　まで 3号

2号

3号

　151人
　　から
　160人
　　まで

2号

　141人
　　から
　150人
　　まで 3号

2号

3号

　131人
　　から
　140人
　　まで

2号

　121人
　　から
　130人
　　まで 3号

2号

3号

　111人
　　から
　120人
　　まで

2号

　101人
　　から
　110人
　　まで 3号

2号

　91人
　　から
　100人
　　まで

2号

3号

3号

　81人
　　から
　90人
　　まで

2号

3号

　71人
　　から
　80人
　　まで

2号

3号

　61人
　　から
　70人
　　まで

2号

3号

　51人
　　から
　60人
　　まで

2号

3号

3号

　31人
　　から
　40人
　　まで

2号

3号

　21人
　　から
　30人
　　まで

　41人
　　から
　50人
　　まで

10/100
地域

　20人

2号

3号

2号

2号

地域
区分

定員区分
認定
区分

年齢区分

（注）

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率 24,710

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率 18,080

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率 14,760

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率 12,780

　 　　 ～　210人 　 　　 ～　210人

＋ (7,000) (70×加算率) 241,000 2,410×加算率

＋ 7,000 70×加算率 11,450

　 211人～　279人 　 211人～　279人

258,200 2,580×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率 　 280人～　349人 　 280人～　349人 10,500

292,600 2,920×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)  　350人～　419人  　350人～　419人

＋ 7,000 70×加算率 327,000 3,270×加算率 9,790

　 420人～　489人 　 420人～　489人

＋ (7,000) (70×加算率) 361,400 3,610×加算率

＋ 7,000 70×加算率 9,240

 　490人～　559人  　490人～　559人

395,800 3,950×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率 　 560人～　629人 　 560人～　629人 各月初日の

430,200 4,300×加算率 利用子ども数

＋ (7,000) (70×加算率) 　 630人～　699人 　 630人～　699人

＋ 7,000 70×加算率 464,700 4,640×加算率

 　700人～　769人  　700人～　769人

＋ (7,000) (70×加算率) 499,100 4,990×加算率

＋ 7,000 70×加算率

 　770人～　839人  　770人～　839人

533,500 5,330×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率 　 840人～　909人 　 840人～　909人

567,900 5,670×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)  　910人～　979人  　910人～　979人

＋ 7,000 70×加算率 602,300 6,020×加算率

　 980人～1,049人 　 980人～1,049人

＋ (7,000) (70×加算率) 636,700 6,360×加算率

＋ 7,000 70×加算率

 1,050人～  1,050人～

671,200 6,710×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率

＋ (7,000) (70×加算率)

＋ 7,000 70×加算率

＋ 9,240

＋ 10,850

＋ 40×加算率

＋ 9,790

＋ 11,400

＋ 40×加算率

＋ 10,500

＋ 12,110

＋ 50×加算率

＋ 11,450

＋ 13,060

＋ 60×加算率

＋ 12,780

休日保育の年間延
べ利用子ども数

休日保育の年間延
べ利用子ども数

＋ 14,380

16,370

＋ 90×加算率

＋ 24,710

＋ ÷

＋

＋ 70×加算率

＋ 14,760

＋

＋ 26,320

＋ 190×加算率

19,690

＋ 130×加算率

＋ 18,080

＋

⑨ ⑩ ⑪

処遇改善等加算 処遇改善等加算
処遇改善等

加算

３歳児配置改善加算 休日保育加算 夜間保育加算

基本加算部分
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① ② ③ ④

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児

４歳以上児

３ 歳 児

１、２歳児

乳 児
3号

　171人
　　以上

2号

　161人
　　から
　170人
　　まで 3号

2号

3号

　151人
　　から
　160人
　　まで

2号

　141人
　　から
　150人
　　まで 3号

2号

3号

　131人
　　から
　140人
　　まで

2号

　121人
　　から
　130人
　　まで 3号

2号

3号

　111人
　　から
　120人
　　まで

2号

　101人
　　から
　110人
　　まで 3号

2号

　91人
　　から
　100人
　　まで

2号

3号

3号

　81人
　　から
　90人
　　まで

2号

3号

　71人
　　から
　80人
　　まで

2号

3号

　61人
　　から
　70人
　　まで

2号

3号

　51人
　　から
　60人
　　まで

2号

3号

3号

　31人
　　から
　40人
　　まで

2号

3号

　21人
　　から
　30人
　　まで

　41人
　　から
　50人
　　まで

10/100
地域

　20人

2号

3号

2号

2号

地域
区分

定員区分
認定
区分

年齢区分

乗除調整部分

標　準 都市部 標　準 都市部

⑮ ⑯ ⑰

Ａ地域 5,900 6,500 ａ地域 15,100 16,800

Ｂ地域 5,600 6,200 ｂ地域 8,300 9,200

Ｃ地域 5,300 5,900 ｃ地域 7,200 8,000

Ｄ地域 5,000 5,600 ｄ地域 6,500 7,200

Ａ地域 4,100 4,500 ａ地域 10,500 11,700

Ｂ地域 3,900 4,300 ｂ地域 5,800 6,400

Ｃ地域 3,800 4,200 ｃ地域 5,000 5,600

Ｄ地域 3,600 4,000 ｄ地域 4,500 5,000

Ａ地域 3,600 4,000 ａ地域 9,300 10,400

Ｂ地域 3,400 3,700 ｂ地域 5,100 5,700

Ｃ地域 3,200 3,600 ｃ地域 4,500 5,000

Ｄ地域 3,100 3,400 ｄ地域 4,000 4,400

Ａ地域 3,300 3,600 ａ地域 8,300 9,300

Ｂ地域 3,100 3,400 ｂ地域 4,600 5,100

Ｃ地域 2,900 3,200 ｃ地域 4,000 4,400

Ｄ地域 2,800 3,100 ｄ地域 3,600 4,000

Ａ地域 2,700 3,000 ａ地域 7,000 7,800

Ｂ地域 2,600 2,800 ｂ地域 3,800 4,300

Ｃ地域 2,400 2,700 ｃ地域 3,300 3,700

Ｄ地域 2,300 2,600 ｄ地域 3,000 3,300

Ａ地域 2,300 2,600 ａ地域 6,000 6,700

Ｂ地域 2,200 2,400 ｂ地域 3,300 3,600

Ｃ地域 2,100 2,300 ｃ地域 2,900 3,200

Ｄ地域 2,000 2,200 ｄ地域 2,500 2,800

Ａ地域 2,600 2,900 ａ地域 6,700 7,500

Ｂ地域 2,500 2,800 ｂ地域 3,700 4,100

Ｃ地域 2,400 2,600 ｃ地域 3,200 3,600

Ｄ地域 2,300 2,500 ｄ地域 2,900 3,200

Ａ地域 2,300 2,600 ａ地域 6,000 6,700

Ｂ地域 2,200 2,500 ｂ地域 3,300 3,600

Ｃ地域 2,100 2,300 ｃ地域 2,900 3,200

Ｄ地域 2,000 2,200 ｄ地域 2,500 2,800

Ａ地域 2,100 2,300 ａ地域 5,400 6,000

Ｂ地域 2,000 2,200 ｂ地域 2,900 3,300

Ｃ地域 1,900 2,100 ｃ地域 2,500 2,800

Ｄ地域 1,800 2,000 ｄ地域 2,300 2,500

Ａ地域 2,300 2,500 ａ地域 5,800 6,500

Ｂ地域 2,200 2,400 ｂ地域 3,200 3,500

Ｃ地域 2,100 2,300 ｃ地域 2,800 3,100

Ｄ地域 2,000 2,200 ｄ地域 2,500 2,800

Ａ地域 2,100 2,300 ａ地域 5,400 6,000

Ｂ地域 2,000 2,200 ｂ地域 2,900 3,300

Ｃ地域 1,900 2,100 ｃ地域 2,500 2,800

Ｄ地域 1,800 2,000 ｄ地域 2,300 2,500

Ａ地域 1,900 2,100 ａ地域 4,800 5,400

Ｂ地域 1,900 2,000 ｂ地域 2,600 2,900

Ｃ地域 1,700 1,900 ｃ地域 2,300 2,500

Ｄ地域 1,700 1,800 ｄ地域 2,000 2,300

Ａ地域 2,100 2,300 ａ地域 5,400 6,000

Ｂ地域 2,000 2,200 ｂ地域 2,900 3,300

Ｃ地域 1,900 2,100 ｃ地域 2,500 2,800

Ｄ地域 1,800 2,000 ｄ地域 2,300 2,500

Ａ地域 2,000 2,200 ａ地域 5,100 5,700

Ｂ地域 1,900 2,100 ｂ地域 2,800 3,100

Ｃ地域 1,800 1,900 ｃ地域 2,400 2,700

Ｄ地域 1,700 1,900 ｄ地域 2,200 2,400

Ａ地域 1,800 2,000 ａ地域 4,600 5,200

Ｂ地域 1,800 1,900 ｂ地域 2,500 2,800

Ｃ地域 1,600 1,800 ｃ地域 2,200 2,500

Ｄ地域 1,600 1,700 ｄ地域 2,000 2,200

Ａ地域 2,000 2,200 ａ地域 5,100 5,700

Ｂ地域 1,900 2,100 ｂ地域 2,800 3,100

Ｃ地域 1,800 1,900 ｃ地域 2,400 2,700

Ｄ地域 1,700 1,800 ｄ地域 2,200 2,400

Ａ地域 1,800 2,000 ａ地域 4,600 5,200

Ｂ地域 1,800 1,900 ｂ地域 2,500 2,800

Ｃ地域 1,700 1,800 ｃ地域 2,200 2,500

Ｄ地域 1,600 1,700 ｄ地域 2,000 2,200

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 99/100
＋ ＋ ＋ 2,330

＋ 20×加算率 －

＋ 20×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 99/100
＋ ＋ ＋ 2,470

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 98/100
＋ ＋ ＋ 2,620

＋ 20×加算率 －

＋ 20×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 98/100
＋ ＋ ＋ 2,800

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 98/100
＋ ＋ ＋ 3,000

＋ 30×加算率 －

＋ 30×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 98/100
＋ ＋ ＋ 3,230

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 96/100
＋ ＋ ＋ 3,500

＋ 30×加算率 －

＋ 30×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 8/100 × 95/100
＋ ＋ ＋ 3,820

＋ 40×加算率

(⑥＋⑦＋⑧)

－

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 10/100
× 8/100 × 96/100

＋ ＋ ＋ 4,200

(⑥～⑯)

× 7/100 × 91/100
＋ 4,670 ＋ 40×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪)

＋ ＋

(⑥～⑯)

× 7/100 × 89/100
＋ 5,250 ＋ 50×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪)

＋ ＋

(⑥～⑯)

× 7/100 × 92/100
＋ 6,000 ＋ 60×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪)

＋ ＋

(⑥～⑯)

× 7/100 × 90/100
＋ 7,000 ＋ 70×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪)

＋ ＋

－

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

× 7/100 × 93/100
＋ ＋ ＋ 8,400 ＋ 80×加算率

10,500 ＋ 100×加算率 －

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪) (⑥～⑯)

＋ ＋ ＋

(⑥～⑯)

－

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪)

× 7/100 × 96/100

× 80/100
＋ ＋ ＋ 21,010 ＋ 210×加算率

(⑥～⑯)

× 7/100 × 87/100
＋ ＋ ＋ 14,010

× 7/100

＋ 140×加算率

－

－

(⑥＋⑦
　＋⑨＋⑪)

定員を恒常的に
超過する場合処遇改善等

加算

⑫

加算額 加算額

⑬ ⑭

基本加算部分 加減調整部分

減価償却費加算 賃借料加算 チーム保育推進加算

分園の場合
常態的に土曜
日に閉所する

場合
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（ ＋ ）

（ ＋ ）

（ ＋ ）

（ ＋ ）

除雪費加算 ㉒ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

降灰除去費加算 ㉓ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

施設機能強化推進費加算 ㉕ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

小学校接続加算 ㉖ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

　

栄養管理加算 ㉗ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

　

第三者評価受審加算 ㉘ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

（ 注 ）年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整

※加算額は、高齢者者等の年間総雇用時間数を基に区分
※３月初日の利用子どもの単価に加算

÷３月初日の利用子ども数

 800時間以上1200時間未満
746,000

÷３月初日の利用子ども数

1200時間以上
1,045,000

÷３月初日の利用子ども数

150,000（限度額）÷３月初日の利用子ども数

96,840÷３月初日の利用子ども数

120,000÷３月初日の利用子ども数

150,000÷３月初日の利用子ども数

5,850

145,470÷３月初日の利用子ども数

入所児童処遇特別加算 ㉔

 400時間以上 800時間未満
448,000

２ 級 地 1,480 そ の 他 地 域 110

３ 級 地 1,460

※各月初日の利用子どもの単価に加算46,100 460×加算率

÷各月初日の利用子ども数

冷暖房費加算 ㉑

１ 級 地 1,650 ４ 級 地 1,150

事務職員雇上費加算 ⑳

基本額 処遇改善等加算

※以下の区分に応じて、各月の単価に加算
　１級地から４級地：国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和
　　　　　　　　　　２４年法律第２００号）第１条第１号及び第
　　　　　　　　　　２号に掲げる地域
　そ の 他  地  域：１級地から４級地以外の地域

療育支援加算 ⑲

Ａ

基本額 処遇改善等加算

基本額 処遇改善等加算

33,250 330×加算率

÷各月初日の利用子ども数

※以下の区分に応じて、各月初日の利用子どもの単価に加算
　Ａ：特別児童扶養手当支給対象児童受入施設
　Ｂ：それ以外の障害児受入施設

49,870 490×加算率

÷各月初日の利用子ども数

Ｂ

特定加算部分

主任保育士専任加算 ⑱

基本額 処遇改善等加算

※各月初日の利用子どもの単価に加算253,890 2,530×加算率

÷各月初日の利用子ども数
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別紙３

　特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保
育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等（平成29年３月31日内閣府告示第539号）（一部抜
粋）

　（支給認定保護者の負担上限額の算定に関する基準）
第17条　子ども・子育て支援法施行令第４条、第５条、第６条、第７条、第９条、第10条、第11条、第12条
　並びに第13条に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額については、公定価格の額か
　ら処遇改善等加算Ⅰ、外部監査費加算、処遇改善等加算Ⅱ、療育支援加算、施設関係者評価加算、除雪費
　加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算、小学校接続加算、栄養管理加算、第三者評価受審加
　算、休日保育加算（居宅訪問型保育事業を除く。）、減価償却費加算、賃借料加算、チーム保育推進加
　算、入所児童処遇特別加算、障害児保育加算及び施設長に係る経過措置が適用される場合の額を減じた額
　とする。

〇公定価格単価（別紙２）から、上記の加算項目を除いたものが②「給付単価」の限度額となり
　ます。
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別紙４

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

16,500 15,000 13,900 12,400

　世帯または保護者が児童福祉法第六条の四第一項に規定する里親である世帯

※「ひとり親世帯等」とは、母子世帯、父子世帯又は在宅障害児（者）のいる世帯等。

※市町村民税所得割課税額を計算する場合には、税額控除については、調整控除を除き、反映しないものとする。

※上記の額は、保育所又は認定こども園の保育枠に在籍されている場合の利用者負担月額です。

　小規模保育事業Ａ型、小規模型事業所内保育事業及び茨木市待機児童保育室の利用者負担額は、

　上記の額に90/100を乗じた額となります。

0 0

※複数の子どもが保育所等に入所している場合、２人目の子どもは（　）内の金額となり、３人目以降の子ど

　もは［　］内の金額となります。詳細については備考２参照。

※「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）、中国残留邦人等の円滑な帰

　国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給

0 0 0 0 0 0

13,900 12,400

0 0

Ｆ５
市町村民税所得割課税額
397,000円以上

78,000 76,800 72,200 69,200 33,000 30,000

0 0 0 0 0 0

27,800 24,800

39,000 38,400 36,100 34,600

0 0

Ｆ４
市町村民税所得割課税額
301,000円以上397,000円未満

60,000 59,100 60,000 59,100 33,000 30,000

0 0 0 0 0 0

27,800 24,800

30,000 29,500 30,000 29,500 16,500 15,000

27,800 24,800

22,800 22,500 22,800 22,500 16,500 15,000 13,900 12,400Ｆ３
市町村民税所得割課税額
169,000円以上301,000円未満

45,700 45,000 45,700 45,000 33,000 30,000

0 0 0 0 0 0

0

Ｆ２
市町村民税所得割課税額
97,000円以上169,000円未満

33,300 32,900 33,300 32,900 31,100 30,000 27,800 24,800

16,600 16,400 16,600 16,400 15,500 15,000 13,900 12,400

0 0

Ｆ１
市町村民税所得割課税額
77,101円以上97,000円未満

0

19,900

11,200 11,100 11,200 11,100 10,100 9,900 10,100 9,900

22,500 22,200 22,500 22,200 20,200 19,900 20,200

0 0 0 0 0 0

Ｅ１ 市町村民税所得割
課税額
57,700円以上
77,101円未満

ひとり親
世 帯 等

0 0 0 0 0 0 0

0

6,700 6,700 6,700

0

Ｅ２ 一般世帯

22,500 22,200 22,500 22,200 20,200 19,900 20,200 19,900

11,200 11,100 11,200 11,100 10,100 9,900 10,100 9,900

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6,700 4,500 4,500 4,500 4,500

20,200 19,900 20,200 19,900

11,200 11,100 11,200 11,100 10,100 9,900 10,100 9,900Ｄ２ 一般世帯

22,500 22,200 22,500 22,200

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Ｄ１ 市町村民税所得割
課税額
48,600円以上
57,700円未満

ひとり親
世 帯 等

6,700 6,700

12,200

7,300 7,200 7,300 7,200 6,100 6,100 6,100 6,100

6,700 6,700 4,500 4,500 4,500 4,500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Ｃ２ 一般世帯

14,600 14,400 14,600 14,400 12,300 12,200 12,300

Ｃ１
市町村民税所得割
課税額
48,600円未満

ひとり親
世 帯 等

0 0 0

6,700 4,500 4,500 4,500 4,500

0 0 0 0 0

6,700 6,700 6,700

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Ｂ１

市町村民税非課税世
帯

ひとり親
世 帯 等

0 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ２ 一般世帯

6,700 6,700 6,700 6,700 4,500 4,500 4,500 4,500

Ａ 生活保護世帯等 0 0 0 0 0

区分 標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間

茨木市保育所・認定こども園（保育枠）利用者負担額徴収基準額表
（平成29年４月１日から適用） 

各月初日の入所児童の属する世帯の
階層区分

利用者負担額（月額：円）

階層
定　　義

０歳児 １，２歳児 ３歳児 ４歳以上児

短時間 標準時間 短時間
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　(4) この表の「月額」及び「日額」の区分は、延長保育の利用の申込区分による。

　(5) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦
　　人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
　　する法律（平成６年法律第30号）による支援給付世帯に係る延長保育料は、無料とする。

　(6) 保育短時間認定における延長保育の時間ならびに料金については、上記(1)～(3)とは異な
　　る。詳しくは保育幼稚園課、公立保育所または待機児童保育室にお問い合わせください。
６　茨木市立保育所及び待機児童保育室における主食費（３歳クラス以上児）に係る利用者負担額
（以下「主食費用」という｡）は、次のとおりとする。

主食費用（月額） 児童1人について   　　　   1,000 円

　(3) Ｃ型延長保育とは、午前７時から午前７時30分まで及び午後６時30分から午後７時までの延
　　長保育をいう。

Ａ型延長保育 2,500 円 300 円
Ｂ型延長保育 2,500 円 300 円
Ｃ型延長保育 5,000 円 600 円

　(1) Ａ型延長保育とは、午前７時から午前７時30分までの延長保育をいう。
　(2) Ｂ型延長保育とは、午後６時30分から午後７時までの延長保育をいう。

　(1) 月途中入所　当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数÷25日（10円未満切捨て）
　(2) 月途中退所　当月利用者負担額×月途中退所日までの開所日数÷25日（10円未満切捨て）
５　茨木市立保育所及び待機児童保育室における延長保育料は、次のとおりとする。

区　　分
延長保育料（児童１人について）
月　　額 日　　額

４　月途中の入退所については、当該利用者負担額を日割計算（1月を25日とみなす｡）とする。

Ｅ２からＦ５階層における（　）内数値適用児童 Ｅ２からＦ５階層における〔　〕内数値適用児童
保育所等の施設に入所し、又は児童発達支援等を
利用している就学前児童（該当する児童が２人以
上の場合は、そのうち最年長のもの１人とす
る｡）以外の児童（該当する児童が２人以上の場
合は、そのうち最年長のもの１人とする｡）

保育所等の施設に入所し、又は児童発達支援等を
利用している就学前児童（該当する児童が２人以
上の場合は、そのうち最年長のもの１人とす
る｡）及び（　）内数値適用児童以外の児童

※「保育所等」とは、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、茨木市待機児童保育
　室、特別支援学校幼稚部又は情緒障害児短期治療施設通所部をいう。

※「児童発達支援等」とは、児童発達支援又は医療型児童発達支援をいう。

Ｂ２からＥ１階層における（　）内数値適用児童 Ｂ２からＥ１階層における〔　〕内数値適用児童
支給認定保護者と生計を一にする子どもが複数い
る場合における第２子

支給認定保護者と生計を一にする子どもが複数い
る場合における第３子以降

３　この表の年齢は、その児童の入所日の属する年度の初日の前日における年齢により区分するも
　のとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

備考
１　「ひとり親世帯等」とは、次の世帯をいう。
　(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の６に規定する配偶
　　者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯
　(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
　　ア　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

　　イ　大阪府療育手帳に関する規則（平成12年大阪府規則第42号）に基づく療育手帳の交付を受
　　　けている者
　　ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に基づく精神障害者保
　　　健福祉手帳の交付を受けている者
　　エ　特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に基づく特別児童扶養手
　　　当の支給対象児
　　オ　国民年金法（昭和34年法律第141号）に基づく障害基礎年金等の受給者
　(3) 生活保護法（昭和25年法律第144号）に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世
　　帯

２　この表のＢ２階層からＦ５階層までの利用者負担額の欄の（　）及び〔　〕内の数値は、多子
　世帯における第２子以降に適用される利用者負担額とする。
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保育所等利用者負担額の負担割合の推移

（単位：円）

④国徴収基準額 ⑤利用者負担額 ⑥国徴収基準額 ⑦利用者負担額
⑧国徴収基準額
（④＋⑥）

⑨負担割合
（⑧／③）

⑪負担割合
（⑩／③）

⑫負担割合
（⑩／⑧）

H16 1,504,811,685 1,504,811,685 608,253,150 461,444,640 608,253,150 40.4% 30.7% 75.9%

H17 1,646,484,960 1,646,484,960 691,388,300 523,929,520 691,388,300 42.0% 31.8% 75.8%

H18 1,752,739,430 1,752,739,430 747,857,090 572,310,440 747,857,090 42.7% 32.7% 76.5%

H19 2,122,869,920 2,122,869,920 926,011,940 662,564,054 926,011,940 43.6% 31.2% 71.6%

H20 2,363,606,780 34,988,840 2,398,595,620 1,032,055,850 677,106,620 0 0 1,032,055,850 43.0% 28.2% 65.6%

H21 2,707,783,790 59,070,110 2,766,853,900 1,146,209,160 798,382,180 18,044,090 10,521,600 1,164,253,250 42.1% 29.2% 69.5%

H22 2,994,116,160 67,313,680 3,061,429,840 1,271,959,250 889,484,720 21,959,440 13,304,000 1,293,918,690 42.3% 29.5% 69.8%

H23 3,059,013,760 67,217,930 3,126,231,690 1,316,545,090 927,418,350 21,019,530 15,488,560 1,337,564,620 42.8% 30.2% 70.5%

H24 3,206,691,660 63,603,540 3,270,295,200 1,408,536,170 989,508,670 21,463,150 15,252,250 1,429,999,320 43.7% 30.7% 70.3%

H25 3,327,704,560 69,376,180 3,397,080,740 1,483,825,660 1,046,407,880 22,917,780 16,910,840 1,506,743,440 44.4% 31.3% 70.6%

H26 3,856,539,850 69,721,070 3,926,260,920 1,671,229,010 1,174,214,470 23,132,860 16,940,680 1,694,361,870 43.2% 30.3% 70.3%

H27 2,332,683,360 2,373,092,670 4,705,776,030 870,664,700 605,821,200 1,032,011,370 736,740,740 1,902,676,070 40.4% 28.5% 70.6%

H28（見込み） 2,043,044,690 2,938,386,058 4,981,430,748 765,434,860 527,565,670 1,232,878,370 873,335,840 1,998,313,230 40.1% 28.1% 70.1%

（単位：円）

負担割合

H16 146,808,510 9.8% 24.1% 224,139,634 14.9% 370,948,144 24.7% 672,418,901 44.7% ⑨

H17 167,458,780 10.2% 24.2% 238,774,165 14.5% 406,232,945 24.7% 716,322,495 43.5% ⑪

H18 175,546,650 10.0% 23.5% 251,220,585 14.3% 426,767,235 24.3% 753,661,755 43.0% ⑫

H19 263,447,886 12.4% 28.4% 299,214,495 14.1% 562,662,381 26.5% 897,643,485 42.3% ⑭

H20 354,949,230 14.8% 34.4% 341,634,943 14.2% 696,584,173 29.0% 1,024,904,828 42.7% ⑮

H21 355,349,470 12.8% 30.5% 400,650,163 14.5% 755,999,633 27.3% 1,201,950,488 43.4% ⑰

H22 391,129,970 12.8% 30.2% 441,877,788 14.4% 833,007,758 27.2% 1,325,633,363 43.3% ⑲

H23 394,657,710 12.6% 29.5% 447,166,768 14.3% 841,824,478 26.9% 1,341,500,303 42.9% ㉑

H24 425,238,400 13.0% 29.7% 460,073,970 14.1% 885,312,370 27.1% 1,380,221,910 42.2%

H25 443,424,720 13.1% 29.4% 472,584,325 13.9% 916,009,045 27.0% 1,417,752,975 41.7%

H26 503,206,720 12.8% 29.7% 557,974,763 14.2% 1,061,181,483 27.0% 1,673,924,288 42.6%

H27 560,114,130 11.9% 29.4% 700,774,990 14.9% 1,260,889,120 26.8% 2,102,324,970 44.7%

H28（見込み） 597,411,720 12.0% 29.9% 745,789,100 15.0% 1,343,200,820 27.0% 2,237,328,418 44.9%

③「公定価格」に対する⑳「国・府運営費負担金」

⑧「国徴収基準額」に対する⑩「利用者負担額」

③「公定価格」に対する⑬「利用者負担額減額による市負担」

⑧「国徴収基準額」に対する⑬「利用者負担額減額による市負担」

③「公定価格」に対する⑯「市の運営費負担金」

③「公定価格」に対する⑱「市負担額合計」

523,929,520

461,444,640

⑩利用者負担額
（⑤＋⑦）

③「公定価格」に対する⑧「国徴収基準額」

1,004,760,920

942,906,910

902,788,720

808,903,780

677,106,620

662,564,054

1,063,318,720

1,400,901,510

1,342,561,940

1,191,155,150

③「公定価格」に対する⑩「利用者負担額」

572,310,440

区分

市負担額 国・府負担額

⑬利用者負担額減
額による負担

⑭負担割合
（⑬／③）

⑮負担割合
（⑬／⑧）

⑯運営費負担金
⑰負担割合
（⑯／③）

⑱合計
（⑬＋⑯）

⑲負担割合
（⑱／③）

⑳運営費負担金
㉑負担割合
（⑳／③）

区分

公定価格 利用者負担額

①保育所
②認定こども園

2,3号
③合計

（①＋②）

保育所 認定こども園2,3号 合計
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幼稚園等利用者負担額の負担割合の推移

（単位：円）

④国徴収基準額 ⑤利用者負担額 ⑥国徴収基準額 ⑦利用者負担額
⑧国徴収基準額
（④+⑥）

⑨負担割合
（⑧／③）

⑩利用者負担額
（⑤+⑦）

⑪負担割合
（⑩／③）

⑫負担割合
（⑩／⑧）

H27 57,971,770 216,073,260 274,045,030 24,587,480 17,440,570 19,342,120 13,747,770 43,929,600 16.0% 31,188,340 11.4% 71.0%

H28（見込み） 58,774,798 387,659,090 446,433,888 19,842,230 13,977,810 34,399,880 24,312,410 54,242,110 12.2% 38,290,220 8.6% 70.6%

（単位：円）

H27 12,741,260 4.6% 29.0% 38,688,262 37,681,192 27.9% 89,110,714 32.5% 116,064,784 37,681,192 153,745,976 56.1%

H28（見込み） 15,951,890 3.6% 29.4% 67,355,615 61,384,660 28.8% 144,692,165 32.4% 202,066,843 61,384,660 263,451,503 59.0%

負担割合

⑨　③「公定価格」に対する⑧「国徴収基準額」

⑪　③「公定価格」に対する⑩「利用者負担額」

⑫　⑧「国徴収基準額」に対する⑩「利用者負担額」

⑭　③「公定価格」に対する⑬「利用者負担額減額による市負担」

⑮　⑧「国徴収基準額」に対する⑬「利用者負担額減額による市負担」

⑱　③「公定価格」に対する⑯「運営費負担額」及び⑰「地方単独補助金」

⑳　③「公定価格」に対する⑲「市負担額合計」

㉔　③「公定価格」に対する(23)「国・府負担額合計」

区分

市負担額 国・府負担額

⑬利用者負担額
減額による負担

⑭負担割合
（⑬／③）

⑮負担割合
（⑬／⑧）

⑯運営費負担金
⑰地方単独
補助金

⑱負担割合
（⑯+⑰）／③

⑲合計
（⑬+⑯+⑰）

⑳負担割合
（⑲／③）

㉑運営費
負担金

㉒地方単独
補助金

㉓合計
（㉑+㉒）

㉔負担割合
（㉓／③）

区分

公定価格 利用者負担額

①幼稚園
②認定こども園

１号
③合計

（①+②）

幼稚園 認定こども園１号 小計
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